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＜議題＞  

2 0 2 0年 9月 1 8日  

第89回定期全国大会  

 

 

2019年度経過の承認について 

 

2019年度の執行経過については、「大会方針案」並びに「国鉄労働組合の歩み(以下、あ

ゆみ)」に記載したので参照を頂き、以下の補足報告を踏まえ、国労規約第 24条に基づき、

第 89回定期全国大会において全代議員より承認を求める。 

  

私たちは、ＪＲ及び関連会社に働く仲間の労働条件向上や処遇改善、安全・安定輸送の

確立、さらには、ＪＲ三島・貨物会社と地方交通線の維持・活性化など「持続可能な総合

交通政策の実現」。2020年春闘勝利、職場の労働条件改善、憲法改悪を許さない闘い、沖

縄・辺野古新基地建設と原発再稼働阻止、労働法制改悪反対の様々な闘いを精力的に取り

組んできた。 

また、喫緊かつ最重要課題である組織の強化・拡大に向けた真剣な議論と奮闘が、闘争

指令に基づき全国統一行動として継続されている。同時に車の両輪としてＪＲ職場の労働

条件の改善や、安全輸送の確立、労働者が安心して働ける職場環境の確立にむけ奮闘して

いる。 

あらためて、この一年間ご奮闘いただいた組合員、家族の皆さんに厚くお礼を申し上げ

る。 

  

１.企画部関係の経過 

第88回定期全国大会を７月30日～31日に静岡県伊東市において開催した。また、今年１

月25日に、第190回拡大中央委員会を開催した。第88回定期全国大会後は、直ちに松川委員

長をはじめとする新執行体制を確立し、指令第１号を発している。同時に、最重要課題と

位置付けた「組織強化拡大」については、2012年の「闘争指令第1号の継続」を確認し、あ

らためて「組織拡大全国統一行動」の更なる展開について、闘争指令4号を発してきた。そ

の中で、この間の取り組みの到達点と克服すべき課題について真摯な議論を行い、喫緊の

課題である組織拡大の大きな流れと土台を築くため、不退転の決意で全機関がさらに集中

した取り組みを行うことを再確認してきた。近年の大会や中央委員会発言・報告の中でも、

組織拡大に対する強い決意が報告されている。 
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本部は昨年 11月 5日、各エリア本部および全国貨物協議会代表とともに、国土交通省

に対し、12項目にわたる喫緊の諸課題についての要請と意見交換を行った。当日の詳細は、

「あゆみ」に記載したのでお読み取り頂きたい。 

続いて、2020年春闘の取り組みは、第 190回拡大中央委員会において、統一要求「基本

給（平均）の４％相当額、基本給に 11,000円引き上げ」を基本とするベースアップ、９項

目の統一重点要求をまとめ、2月 12日に労働条件改善要求等と共に、ＪＲ各社一斉に申し

入れ、第 1ゾーンの回答指定日を 3月 13日とし闘った。また、2020年度期末手当の要求

について、中央委員会での議論を踏まえ（1）年間要求月数 5.0ヶ月を基本とし、各エリア

ではさらに上積みをめざす（2）要求月数は各エリアで前年度実績を上回る目標月数とし、

夏季手当・年末手当の要求配分は各エリア本部で調整する（3）夏季手当・年末手当とも可

能な限り、各社の業績を踏まえた個々の交渉による要求の前進をめざす等を確認し、エリ

ア本部ごとに団体交渉を強化し要求の前進をめざしてきた。 

闘いの到達点については、「あゆみ」別表を参照頂きつつ、四国会社で 18年ぶりに有額

回答を引き出す一方、コロナ禍における収入動向を理由に夏季手当回答が、全体平均で昨

年を下回る回答状況となった。 

その間、3月 3日に開催した国労中央総行動は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り規模を縮小し、衆参国土交通委員・各政党への要請行動を取り組んだ。これまで繰り返

し主張してきた「構造矛盾の解決」「いまだ完全民営化に至らない根本問題」など改めて認

識するとともに、国労が幾度にわたって提起してきた「鉄道政策提言」を柱とする要請行

動となった。この時期から、例年開催している各機関会議を新型コロナウイルス感染防止

の観点から、日程変更や中止の判断を余儀なくされ、書面開催も含めた対応を執ってきた。 

東日本大震災から 9年が経過した。国労本部が主催し７回目となる「国労福島交流・視

察学習会」を昨年 11月 23日～24日に開催し、復興・復旧の現状報告を受けるなど学習会

を継続している。 

他にも、「さよなら原発 1000万アクション実行委員会」の取り組みや、ＪＡＬ解雇争議

解決に向けた呼び掛けへの参加、共闘団体要請を踏まえた署名活動などを指示している。 

 

２. 共闘関係の経過 

コロナ感染の危機にさらされながら、参加者への事前対応なども周知された共闘運動・

集会等の取り組みが続いている。コロナ禍は、「新自由主義」政策では乗り越えられない

事が明らかになった。規制緩和、自己責任の「推進者」である安倍政権のもとで、多くの

労働者・国民が苦しめられている。私たちは、総がかり行動実行委員会や平和フォーラム

の呼びかけに積極的に参加し、検察庁改訂法案を廃案に追い込み、憲法改悪を許さず憲法

を活かす取り組みを進めてきた。 

交通政策の課題では、交運労協などとも制度・政策要求のすり合わせも行ってきた。 

 

３．法対部関係の経過 

 国労本部が関係する事件・争議は、今年度も労使間で解決が図られている。 
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定期全国大会に合わせて行っている国労常任弁護団会議は、第 89回定期全国大会の開催

概要などを在京弁護団員に相談させて頂き中止をした。あわせて、今後必要な対応や相談

などは、適宜要請する事をお願いしている。 

安倍政権がすすめる憲法改悪や労働法制改悪などの動きについて、弁護団各位には学習

会講師など積極的に関わって頂き、企画部と連携した学習会など、各エリア・地方本部で

も、再雇用制度や非正規雇用制度改正、36協定など引き続きそれらの運動と連動した形で

取り組まれてきた。 

 

４．業務部関係の経過 

 個々の本部が交渉に関わった闘いについても、「あゆみ」をご参照頂きたい。第 190回拡

大中央委員会以降締結した協定については、別議題として承認を求める。 

毎年報告してきた鉄道アスベスト問題は、2005年に第 1回対策会議を実施して以降、鉄

道・運輸機構国鉄清算事業管理部(以降、鉄道運輸機構)と毎年１回以上の交渉を継続して

いる。今年は、3月 17日に要求書を提出したが、新型コロナウィルスに関する鉄道運輸機

構職員の在宅対応や「非常事態宣言」が発せられる動きも警戒した時期であり、5 月 7 日

に書面交渉として実施をした。 

 交渉のポイントは、現在もなお鉄道アスベストに関する従事歴証明者数が増え、業務災

害認定も続いている。一方で、特別遺族給付金(「特別殉職年金」「特別遺族一時金」)の請

求期限が「令和 4年(2022年)3月 27日まで」となっている事への対応である。もうひとつ

が、管理手帳交付者数が、厚生労働省からの情報が開示されず、ホームページで（2016年

1月以降)更新されていないことである。いずれも「鉄道運輸機構のみで判断できない」「意

見を述べる立場に無い」としているが、被災者の取りこぼしや申請漏れを一人も出さず全

て救済するという「石綿健康被害救済法」の精神を、鉄道アスベスト被害者にも運用させ

ることが必要であり今後とも交渉を継続していく。 

▽貨物会社との経過(主に闘争経過) 

 貨物会社との対応は、「方針案」並びに「あゆみ」に主要な内容を掲載しているので文書

を抽出頂きたい。中でも、昨年９月に協定化した「新人事・賃金制度」の到達点と課題、

鉄道アスベストに関する従事歴証明、2020年春闘と夏季手当の闘いは、全体の取り組みの

核となった部分と考えている。 

▽ 各協議会の経過 

貨物協議会からソフトバンク協議会、清算事業団協議会、全国自動車協議会の全国協議

会については、方針書に経過と取組みについて記載している。また、「あゆみ」にも、その

一部記載しており、文章を抽出頂きたい。 

なお、今年度も各全国協議会総会、職能別全国連絡会交流会に対し、各会からの要請を

踏まえて出来る限り参加し、本部として情勢報告なども行い運動を共有している。 

 

５．組織部関係の経過 

 組織拡大全国統一行動については、企画部関係で報告した。「最重要課題」との位置づけ、
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昨年に続き年間テーマを「攻める！組織拡大の実践」として取り組んできた。しかし、新

型コロナ感染症の拡大は、組織拡大の実践に大きな影響を与え、2012年に闘争指令を発し

て以降、残念ながら最低の(大会以降)加入者数となった。一方で、新たに国労に加入した

組合員のいずれもが、国鉄労働組合に対する期待と信頼の声を寄せており、全国の闘いを

励まし組織の展望をしめす到達を築いている。 

なお、組織部長会議の書面開催や、第 14回目となる「組織強化・拡大経験交流集会」を

6 月開催で準備してきたが、この取り組みも新型コロナ感染症における予防策を前提に中

止する事とした。 

▼ 青年部・女性部関係 

青年部は、第103回中央委員会を今年3月30日に開催し、新青年部長並びに常任部体制を確

立した。各常任委員と意見交換を継続し、機関運営の正常化に向けて努力がされてきた。

活動については、春闘期に合わせた青年部・女性部・家族会による行動委員会の設置を行

ったが、青・女・家中央行動はコロナ禍により延期されており、学習と交流を柱に再検討

が続いている。 

▼女性部は、昨年10月19～20日、東京・アワーズイン阪急の会議室において第5回女性部中

央委員会を開催。中央委員会では①労働条件改善の闘い、②JR各社や関連企業に働く女性

労働者の権利確立の闘い、③女性部組織の強化・拡大の闘い等について議論がされている。 

▼家族会は、昨年10月6日～10月7日、東京・品川区で第55回大会を開催し、国労家族会全

国連合会組織の今後について検討が始められている。 

 

６．教宣部関係の経過 

 「国鉄新聞」については、第3229号～第3240号(2020年7月1日号)までを発行している。

2018年９月以降、月１回発行に変更し、教宣部を中心にプロジェクトで編集作業を行なっ

てきた。また、例年通り国労春闘統一ビラを企画部と共に作成した。 

国労本部のホームページは、不具合の解消を年度内に完了しているが、コロナ禍におけ

る行動の自粛などが求められ、国鉄新聞の記事をはじめ組合員と国労への関心を促す上で

の更新が滞っている。全て掲載できるスペースは無いが、エリア・地方での取り組みなど、

通信員としての記事・ニュースの提供もこの機会に求めたい。 

 

2019 年度の執行経過については以上とし「大会方針案」「国鉄労働組合の歩み」を参照し

ながら、真摯な討論で経過の承認をお願いし経過報告と変えさせ頂く。 

 








































































































































































